
　修学資金を借り受けた方は、養成機関の卒業資格とする免許を取得し、速やかに豊富町の保健師として勤務　
し、引き続き従事した期間が貸付を受けた期間に達した場合（貸付期間が３年未満の場合は３年）、返済が免除
されます。貸付が認められた方であっても、豊富町での保健師勤務を保障するものではありませんが、採用さ
れない場合は３年間貸付金の償還を猶予することができます。

修学資金貸付

返済の免除

他の機関から修学資金の貸付を受けた方で豊富町の保健師
として勤務できる方

特例貸付金03

免許を取得した方で、上記の修学資金の貸付を受けなかった
方のうち、豊富町の保健師として３年以上勤務できる方

就業準備金貸付02

保健師を養成する学校もしくは養成所等に在学しており、
将来、豊富町の保健師として従事できる方

01
現在のあなたに必要な資金を 無利子 でご用意できます

あなたの夢を応援
させてください！

豊富町
で働い

てみ

ません
か

保健師就職を目指して
いる方必見！

あなたの夢を
サポートします!!

【修学期間の５年以内】

お問合せ先
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　就業準備金を借り受けた方は、豊富町の保健師として３年以上従事した場合、返済が免除されます。

返済の免除

返済の免除
　特例貸付金を借り受けた方は、豊富町の保健師として貸付を受けた期間（貸付期間が３年未満の場合は３年）
従事した場合、返済が免除されます。

豊富町保健センター　保健推進課保健予防係
℡（0162）82-3761
📧hokensuishinka@town.toyotomi.hokkaido.jp

看護職
員向け修学資金等の貸付制度

豊　富　町


